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協議第８３号

協 議 会 協 議 項 目 （ 案 ）

津 地 区 合 併 協 議 会

各種事務事業の取扱いについて

上水道事業(その２）



・水道料金は、メーターの口
径に関係なく一律で１０㎥ま
でが基本料金で使用量によっ
て料金が上昇する。料金の徴
収は、２か月ごとで奇数月に
行っている。　共同住宅につ
いては特例がある。
また、１か月計算で徴収する
場合がある。

（毎月計算）
基本料金
0～10㎥まで 1,200円

従量料金
11～30㎥　　　140円
31～50㎥　　　160円
51㎥以上　　　210円

・口径ごとに料金を設定

・基本料金            ㎥
13㎜　　　600円（ 1～20）
　　　　1,000円（21～40）
　　　　1,500円（41～）
20㎜　　1,800円
25㎜　　4,500円
30㎜　　7,100円
40㎜　 13,900円
50㎜　 25,900円
75㎜　 71,600円

・超過料金　　　　　　㎥
13㎜　　  140円（ 6～10）
　　　　　150円（11～25）
　　　　　200円（26～35）
　　　　　300円（36～）
　
20㎜　　　350円（11～3000）
～75㎜　  250円（3001～）

・水道料金は、基本料金＋従
量料金＋メーター使用料を合
計したものに消費税を加え
（消費税１０円未満切捨）た
額とする。なお、料金計算は
毎月。

（毎月計算）

基本料金
　0～ 10㎥まで　1,400円
従量料金(１㎥/円)
　11～ 20㎥　　120
  21～ 40㎥　　130
　41～ 60㎥　　140
  61～100㎥　　160
　101㎥以上 　 180
メーター使用料(円)
　13㎜     50  20㎜    100
　25㎜    150  30㎜    200
　40㎜    250  50㎜  1,500
　75㎜　2,000
一時用（仮設）
　1㎥につき300円とメーター
使用料に消費税を加える。

・水道料金は、水道メーター
ごとの「基本料金」と、使用
水量に応じた「従量料金」を
合計した額に消費税を加えた
額になる。安濃町では、水道
料金は2か月ごとに水道メータ
の検針を行い料金を計算して
いる。
《2か月用　水道料金表》(税
抜き)
基本料金　水量　従量料金
　　　　　(㎥)　(1㎥/円)
　　　　0～  10㎥　　－
　　　 11～  20㎥   100
1,500  21～  40㎥ 　130
　　　 41～  60㎥　 170
　　　 61～ 120㎥　 220
　　　121～ 200㎥ 　260
　　　201㎥～ 　    280
 
《1か月用　水道料金表》(税
抜き)
基本料金　水量　従量料金
　　　  　　 (㎥) (1㎥/円)
　　    0～  5㎥　　　－
　　    6～ 10㎥　　100
  750  11～ 20㎥　　130
　　   21～ 30㎥　　170
　  　 31～ 60㎥  　220
　   　61～100㎥　　260
　  　　　 101㎥～　280

1 水道料金体系 ・水道料金は、水道メーター
の口径ごとの「基本料金」
と、使用水量に応じた「従量
料金」を合計した額に消費税
を加えた額となっており、
「従量料金」については、一
般用、浴場用、一時用があり
１㎥当り単価が次のとおり区
分けされている。また、共同
住宅については、料金計算の
特例がある。
　なお、料金計算には毎月計
算と隔月計算がある。
《毎月計算の場合》
基本料金(円)従量料金(１㎥/
円)
 13㎜　　 400  一　1～ 10㎥　50
 20㎜　　 800  般 11～ 20㎥　90
 25㎜　 1,300  用 21～ 30㎥ 155
 30㎜　 2,800　   31～ 40㎥ 165
 40㎜　 5,200     41～ 60㎥ 175
 50㎜ 　8,100     61～200㎥ 190
 75㎜  18,300    201㎥以上　195
100㎜  38,900
125㎜  60,700 　　  浴場用　 75
150㎜  94,300　 　  一時用　370
200㎜ 168,300
250㎜ 262,300
《隔月計算の場合》
　基本料金が倍額となる。
　従量料金の水量が2倍になる
(単価は同じ)。

・水道料金は、水道メーター
の口径ごとの「基本料金」
と、使用水量に応じた「従量
料金」を合計した額に消費税
を加えた額となっており、
「従量料金」については、普
通用、大口用、季節用、臨時
用があり１㎥当り単価が次の
とおり区分けされている。３
０mm以上については、大口料
金が適用される。また、共同
住宅については、料金計算の
特例がある。料金計算は毎月
計算のみ。
《毎月計算の場合》
基本料金(円)従量料金(1㎥/
円)
 13㎜　　700 一　1～   10㎥ 　25
 20㎜　　700 般 11～   30㎥　125
 25㎜　　700 用 31～   50㎥　145
 30㎜　1,700    51～  100㎥　160
 40㎜　3,100   101～  500㎥　170
 50㎜　4,600   501～3,000㎥　180
 75㎜ 10,500   3,00１㎥～    190
100㎜ 17,600
150㎜ 38,000
200㎜ 53,800
　　　　　　 大  1～   50㎥  145
　　　　　　 口 51～  100㎥  160
　　　　　　 用101～  500㎥  170
               501～3,000㎥  180
               3,001㎥～     190

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

関　係　項　目 　　　上水道事業 分　   科　   会 水道営業分科会

協　議　項　目 ２５　各種事務事業の取扱い 専　門　部　会 上水道部会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表
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○上水道、簡易水道とも津市の料金体系で調整する。

○美杉村の簡易水道利用組合が管理する簡易水道については、現行のとおりとする。

○メーター使用料については、廃止の方向で調整する。

　ただし、新市において水道事業の運営に支障がないよう、新市で新たに策定する水道
事業計画を踏まえ、合併後３年程度を目途に料金改定について検討する。

●参考資料参照

メーター使用量
口径  料金      口径  料金      口径  料金      口径  料金      口径  料金      口径  料金      口径  料金      口径  料金
13㎜　  60　　  20㎜　 120　　  25㎜　 130 　　 30㎜　 250　　  30㎜ 　250　　  40㎜ 　280　　  50㎜　 850　    75㎜ 2,300
簡易水道
○元取福田山
　一般家庭(10)　  1,450　　120　　　　官公署等(15)　　 2,140　　120　　営業用等(15)　　 2,830　　180　　　　事務所等(15)　　2,330　　180
　プール(400)　　41,570　　120　　　　キャンプ場(200) 20,940　　150　　消火栓演習(15㎥または15分)750
○青山高原
13～20㎜(20)　　　3,750　　250　　　　25㎜以上(50)　　 7,500　　250
分水料金
第22条　条例第23条第５項に定める分水料金の基本料金は、次のとおりとする。契約水量1㎥当たり月額750円
２　使用料金は、次のとおりとする。
(1)専ら家庭用、学校施設、病院等の生活用的給水に利用する場合1㎥当たり150円(2)専ら宗教活動等で社会的貢献を行う給水に利用する場合1㎥当たり190円(3)前２
号以外の給水に利用する場合1㎥当たり290円
３　超過料金は、基本水量を超えた部分に対する次の料金とする。
(1)前項第1号の給水の場合は、1㎥当たり450円(2)前項第2号の給水の場合は、1㎥当たり570円(3)前項第3号の給水の場合は、1㎥当たり870円
４　特別超過料金は、基本水量の３倍を超えた部分に対する次の料金とする。前項各号のそれぞれの料金の３倍に相当する額
５　基本水量とは、１日の契約水量である。
臨時給水料金
用　途　　　口　径　㎥　　基　本　　超過
家庭用　　13・20㎜( 5)　　 1,800　　370円/㎥
工事用その他  13㎜(15)  　 6,250　　730
　　　　　　　20㎜(50)　  25,000　　800
　　　　　　　25㎜(50)　  27,000　　860

・水道料金は、水道メーター
の口径ごとの「基本料金」
と、使用水量に応じた「従量
料金」を合計した額に消費税
を加えた額となっており、
「従量料金」については、一
般用、浴場用、一時用があり
１㎥当り単価が次のとおり区
分けされている。また、共同
住宅については、料金計算の
特例がある。
　なお、料金計算は隔月計算
で行っている。
《２ヶ月計算》
基本料金(円)従量料金(1㎥/
円)
 13㎜  　 960 一  1～ 20㎥  60
 20㎜   1,920 般 21～ 40㎥ 108
 25㎜   3,120 用 41～ 60㎥ 186
 30㎜   6,720　  61～ 80㎥ 198
 40㎜  12,480    81～120㎥ 210
 50㎜  19,440   121～400㎥ 228
 75㎜  43,920   401㎥以上　234
100㎜  93,360
125㎜ 145,680　　浴場用  　 90
150㎜ 226,320　　一時用　  444

・用途別料金体系を採用し、
「基本料金」と使用水量に応
じた「超過料金」に、口径ご
との「メーター使用料」を合
計した金額に消費税を加算し
た額としている。
◆用途別
　　区分　　基本水量
①一般用…10㎥　　1,800円
②官公署…20㎥　　3,600円
③営業用…20㎥　　3,600円
④工場用…20㎥　　3,600円
⑤工事用…10㎥　　3,600円
⑥体育用…50㎥　　7,200円
⑦浴場用…50㎥　　5,000円
⑧娯楽用…10㎥　　6,000円
※超過料金は、60～540円/㎥
で徴収
◆メーター使用料
①φ13…70円
②φ20…140円
③φ25以上…220円
・基本的に、毎月検針、毎月
請求である。

・水道料金は、用途別料金体
系を採用し、水道メーターの
口径ごとの「基本料金」と、
使用水量に応じた超過料金」
を合計した額に消費税を加え
た額となっており、「超過料
金」については、一般家庭
用、官公署等用、営業等用が
あり、１㎥当り単価が次のと
おり区分けされている。な
お、料金計算には毎月計算。
　区分　　㎥　　基本　超過
(1㎥)
一般家庭(10)　   2,500　 190
官公署等(15)　   3,750　 190
営業用等(15)　   5,000　 290
事務所用(15) 　  4,120　 290
工場用等(30)　  10,000 　290
噴水滝庭園 (10)  7,500 　500
工事用(10)　　   5,000 　380
プール(400)　   75,000 　190
キャンプ場(200) 37,500　 250
その他(10)　　  37,500　 190
消火栓演習(15㎥または15分)750

・各簡易水道施設毎に給水区
域を指定
水道料金
ｸﾞﾙｰﾌﾟ　基本　　超過
A 1,000円    10㎥以上　25円
B 1,000円(但し書きあり) 〃
C 2,500円   10㎥以上　125円
（A/B/C各ｸﾞﾙｰﾌﾟは施設を言
う）

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

調　整　の　内　容 １．津市の例により調整する。（合併と同時）

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表
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津地区合併協議会　参考資料津地区合併協議会　参考資料津地区合併協議会　参考資料津地区合併協議会　参考資料

水道営業分科会　　項水道営業分科会　　項水道営業分科会　　項水道営業分科会　　項２５　各種事務事業の取扱い

○使用水量別料金の状況○使用水量別料金の状況○使用水量別料金の状況○使用水量別料金の状況 〔単位：円/月額〕

口径１３ｍｍ口径１３ｍｍ口径１３ｍｍ口径１３ｍｍ

 10㎥

20㎥

25㎥

30㎥

40㎥

 50㎥

 100㎥

 200㎥

※消費税込

〔単位：円〕

口径２０ｍｍ口径２０ｍｍ口径２０ｍｍ口径２０ｍｍ

 10㎥

20㎥

25㎥

30㎥

40㎥

 50㎥

 100㎥

 200㎥

※消費税込

○使用水量及び料金収入の状況　（平成１３年度実績）○使用水量及び料金収入の状況　（平成１３年度実績）○使用水量及び料金収入の状況　（平成１３年度実績）○使用水量及び料金収入の状況　（平成１３年度実績）

☆上水道 ☆簡易水道

区　　　分

使用水量
（千㎥）

使用料収
入（千円）

※　津市は分水を除く。

※　消費税抜

区　　　分
津市

久　居　市
（上水・簡水）

河芸町

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

芸濃町 安濃町
美　里　村
（簡易水道）

香良洲町 一志町
白山町 美杉村（簡易水道）

上水道 簡水（青山）
簡　水

（元取・福田山）
村管理 地元管理

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
美杉村料
金との差

945 0 997 △ 52 1,200 △ 255 1,300 △ 355 1,312 △ 367 1,470 △ 525 1,134 △ 189 1,890 △ 945 2,625 △ 1,680 3,937 △ 2,992 1,522 △ 577 2,625 △ 1,680 1,000 0

1,890 0 2,310 △ 420 2,600 △ 710 2,800 △ 910 2,677 △ 787 2,730 △ 840 2,268 △ 378 3,780 △ 1,890 4,620 △ 2,730 3,937 △ 2,047 2,782 △ 892 3,937 △ 2,047 1,250 0

2,703 0 2,966 △ 263 3,300 △ 597 3,950 △ 1,247 3,570 △ 867 3,410 △ 707 3,244 △ 541 4,725 △ 2,022 5,617 △ 2,914 5,250 △ 2,547 3,412 △ 709 4,593 △ 1,890 1,375 0

3,517 0 3,622 △ 105 4,000 △ 483 4,950 △ 1,433 4,462 △ 945 4,090 △ 573 4,221 △ 704 5,670 △ 2,153 6,615 △ 3,098 6,562 △ 3,045 4,042 △ 525 5,250 △ 1,733 1,500 0

5,250 0 5,145 105 5,600 △ 350 7,450 △ 2,200 6,772 △ 1,522 5,460 △ 210 6,300 △ 1,050 7,770 △ 2,520 8,610 △ 3,360 9,187 △ 3,937 5,302 △ 52 6,562 △ 1,312 1,750 0

7,087 0 6,667 420 7,200 △ 113 10,950 △ 3,863 9,082 △ 1,995 6,930 157 8,505 △ 1,418 9,870 △ 2,783 10,605 △ 3,518 11,812 △ 4,725 6,562 525 7,875 △ 788 2,000 0

16,905 0 15,067 1,838 17,700 △ 795 25,950 △ 9,045 22,312 △ 5,407 15,120 1,785 20,286 △ 3,381 20,370 △ 3,465 20,580 △ 3,675 24,937 △ 8,032 12,862 4,043 14,437 2,468 3,250 0

36,855 0 32,917 3,938 38,700 △ 1,845 55,950 △ 19,095 51,712 △ 14,857 34,020 2,835 44,226 △ 7,371 41,370 △ 4,515 40,530 △ 3,675 51,187 △ 14,332 25,462 11,393 27,562 9,293 5,750 0

区　　　分
津市

久　居　市
（上水・簡水）

河芸町 芸濃町 安濃町
美　里　村
（簡易水道）

香良洲町 一志町
白山町 美杉村（簡易水道）

上水道 簡水（青山）
簡　水

（元取・福田山）
村管理 地元管理

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
津市料金
との差

現行料金
美杉村料
金との差

1,365 0 997 368 1,200 165 1,800 △ 435 1,312 53 1,470 △ 105 1,638 △ 273 1,890 △ 525 2,625 △ 1,260 3,937 △ 2,572 1,522 △ 157 2,625 △ 1,260 1,000 0

2,310 0 2,310 0 2,600 △ 290 5,300 △ 2,990 2,677 △ 367 2,730 △ 420 2,772 △ 462 3,780 △ 1,470 4,620 △ 2,310 3,937 △ 1,627 2,782 △ 472 3,937 △ 1,627 1,250 0

3,123 0 2,966 157 3,300 △ 177 7,050 △ 3,927 3,570 △ 447 3,410 △ 287 3,748 △ 625 4,725 △ 1,602 5,617 △ 2,494 5,250 △ 2,127 3,412 △ 289 4,593 △ 1,470 1,375 0

3,937 0 3,622 315 4,000 △ 63 8,800 △ 4,863 4,462 △ 525 4,090 △ 153 4,725 △ 788 5,670 △ 1,733 6,615 △ 2,678 6,562 △ 2,625 4,042 △ 105 5,250 △ 1,313 1,500 0

5,670 0 5,145 525 5,600 70 12,300 △ 6,630 6,772 △ 1,102 5,460 210 6,804 △ 1,134 7,770 △ 2,100 8,610 △ 2,940 9,187 △ 3,517 5,302 368 6,562 △ 892 1,750 0

7,507 0 6,667 840 7,200 307 15,800 △ 8,293 9,082 △ 1,575 6,930 577 9,009 △ 1,502 9,870 △ 2,363 10,605 △ 3,098 11,812 △ 4,305 6,562 945 7,875 △ 368 2,000 0

17,325 0 15,067 2,258 17,700 △ 375 33,300 △ 15,975 22,312 △ 4,987 15,120 2,205 20,790 △ 3,465 20,370 △ 3,045 20,580 △ 3,255 24,937 △ 7,612 12,862 4,463 14,437 2,888 3,250 0

37,275 0 32,917 4,358 38,700 △ 1,425 68,300 △ 31,025 51,712 △ 14,437 34,020 3,255 44,730 △ 7,455 41,370 △ 4,095 40,530 △ 3,255 51,187 △ 13,912 25,462 11,813 27,562 9,713 5,750 0

津市 久居市 河芸町 芸濃町 安濃町 香良洲町 一志町 白山町 計 区　　　分 久居市 美里村 白山町 美杉村 計 合　　計

24,657 5,234 2,158 1,122 1,476 700 1,612 1,296 38,255
使用水量
（千㎥）

505 437 27 155 1,124 39,379

3,501,040 719,701 316,440 259,207 269,258 113,058 326,782 344,764 5,850,250
使用料収
入（千円）

78,714 65,336 19,850 31,898 195,798 6,046,048
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